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～ ＨＡＣＣＰ 始めていますか？ ～ 

 

平成 30年の食品衛生法改正ですべての食品事業者に原則ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が制

度化されました。令和 3年 6月に経過措置期間も終了しましたので、衛生管理計画を作成

し、実行し、その記録をしていないといけません。飲食店の皆さんを中心にご説明します。 

●ＨＡＣＣＰって何をすればいいの？ 

営業者の皆さんが実施するのは次の 4つです。 

① 衛生管理計画を作って、従業員の皆さんに説明して理解してもらう。 

② 清掃方法や食品の取扱方法等に具体的な方法を定めた手順書を作る。 

③ 衛生管理の実施状況を記録し、保存する。 

④ そして、定期的に振り返り、必要に応じて見直す 

既に作成済みの飲食店の皆さんもおられると思いますが、厚生労働省のウェブサイト等で

配布されている手引書を参考に衛生管理計画を作っておかないといけません。飲食店の皆さ

んが作成するのは、Ａ４で 2枚です。1枚が、一般的衛生管理のポイント、もう 1枚が重要管

理のポイントです。一般的衛生管理は 7項目、重要管理は大きく 3つのメニューに分けて作

成します。 

●記録する用紙があるの？ 

記録用紙も、一般衛生管理と重要管理の 2種類です。計画書の一般衛生管理 7項目及び重

要管理の 3つのメニューについて、正しくできたかどうか、「良」か「否」の何れかに〇をつ

ける用紙です。基本、「良」しかつかないかと思いますが、万一、問題やいつもと違うことが

起こったときに、その内容やどのように対処したかを具体的に、特記事項の欄に詳細に記録

して、残しておくことが重要です。施設や設備（ハード）の新設や変更は必要ありません。 

 決して難しく考えず、わからない時には保健所に相談しましょう。（様式は日本食品衛生

協会のウェブサイト等からダウンロードできます。） 

●実施記録の記載例 

 

 

  

事業者がＨＡＣＣＰに沿った衛生管理に取り組む際の負担軽減を図るため、食品等事業者団体が作成し、 

食品衛生管理に関する技術検討会で内容を確認した手引書を掲載しています。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html 

 手引書は厚生労働省のホームページからダウンロードできます。 
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